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（開示事項の経過）当社に対する訴訟の判決に関するお知らせ 

 

 
 当社は、2024 年 12 月 13日付け｢当社に対する訴訟提起に関するお知らせ｣にて開示したとおり、同年 11 月

29 日に Terra Charge 株式会社（以下「Terra 社」といいます。）から損害賠償請求訴訟（以下「本件訴訟」

といいます。）を提起されておりました。本日、本件訴訟につき、判決が言い渡されましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．判決のあった裁判所及び年月日 

 (1) 判決のあった裁判所：東京地方裁判所 

 (2) 判決の年月日：2026年２月９日 

 

２．訴訟を提起した者の概要 

 (1) 名称：Terra Charge株式会社 

 (2) 所在地：東京都港区高輪２丁目 17-11 オーク高輪ビル５階 

 (3) 代表者の役職・氏名：代表取締役社長 徳重徹 

 

３．訴訟を提起され判決に至った経緯 

当社は、2024年 11月 29日、Terra社から、①当社ウェブサイト上で公表している 2024年２月開催の

個人投資家様向け決算説明会質疑応答における、当社元代表取締役 CEO 城口洋平氏の発言が不法行為及

び不正競争行為に該当する、②Terra 社と同社取引先との間の投資契約又は融資契約に関して、投資金

又は融資金の引き揚げを目的として当社が不当な妨害工作を行っており、不法行為に該当するなどとし

て、損害賠償請求訴訟を提起されました(請求金額：５億 1000万円及びこれに対する遅延損害金)。 

これに対し、当社は、Terra 社の主張には理由がないものとして、当社の正当性を主張・立証してま

いりました。 

 

４．判決の内容 

原告の請求を棄却する。 

 

５．今後の見通し 

 当社といたしましては、当社の正当性が全面的に認められたものと理解しております。本件訴訟の判

決による 2026 年３月期通期連結業績予想の変更はございません。 

 

以 上 


